
 

埼玉県中小企業制度融資利子補給金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 県は、産業労働部経営・金融支援課が所管する埼玉県中小企業制度融資要綱（以下「制度融資

要綱」という。）に基づき、融資を受けた中小企業者等の金利負担を軽減するため、取扱金融機関に

対して、予算の範囲内において、利子補給金を交付する。 
２ 前項の利子補給金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則

第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 
（対象者） 

第２条 利子補給金の交付を受けることができる者は、制度融資要綱で定められた資金を融資実行した

取扱金融機関とする。 
（利子補給金交付の回数及び額） 

第３条 利子補給金の交付は、前期分及び後期分の年２回とし、その額は、次の各号に定める額（以下

「算出額」という。）とする。 
（１）前期分については４月末日及び８月末日を基準日とし、各資金の当該年度の基準日における貸付

残高の合計額を２で除した額に、別表に定める資金ごとの利子補給率を乗じ、それを２で除した額

の合計額 
（２）後期分については１０月末日及び２月末日を基準日とし、各資金の当該年度の基準日における貸

付残高の合計額を２で除した額に、別表に定める資金ごとの利子補給率を乗じ、それを２で除した

額の合計額 

２ 基準日において次の各号に掲げる事由に該当する融資の貸付残高は、前項の貸付残高に含めないも

のとする。 

（１）制度融資要綱で定める条件に合致しない条件で実行された融資 

（２）代位弁済請求中である融資又は債務者が期限の利益を喪失している融資 

（３）知事が埼玉県中小企業経営安定対策要綱に基づいて指定している再生手続開始申立等企業に対す

る融資 

（４）制度融資要綱に定める最長融資期間の最終日である融資又は最終日を経過した融資 

（５）その他知事が利子補給の対象とすることが適当でないと認めた融資 
３ 算出額が１万円未満のときは、利子補給金の交付を行わないものとする。 
４ 利子補給金の交付にあたり、算出額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

（交付申請書の様式） 

第４条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。   
（交付申請書の提出） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、前期分については当該年度の９月３０日、後期分に

ついては当該年度の３月２０日とする。 
２ 前項において提出期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に当たるときは、その日の前日をもって提出期限とみなす。 
（記載事項等の省略） 

第６条 規則第４条第１項第２号及び第３号に掲げる事項は記載することを要しない。 
２ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

（交付決定兼確定通知書の様式） 
第７条 規則第７条の交付決定通知書及び同第１４条の額の確定に係る通知書の様式は、様式第３号の

とおりとする。  
（利子補給金の請求） 

第８条 前条の交付決定兼確定通知書の交付を受けた者は、当該交付決定兼確定通知書を受領した日か

ら１０日以内に、様式第４号の埼玉県中小企業制度融資利子補給金請求書を知事に提出するものとす

る。 

（書類の保管） 
第９条 利子補給金の交付を受けた者は、利子補給金の交付に係る関係書類を利子補給金の交付を受け

た日の属する会計年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 
（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、知事と取扱金融機

関及び埼玉県信用保証協会とが協議して定めるものとする。 



 

附 則 
この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

３ 経営安定資金（知事指定等貸付）特定業種関連の実施に伴い、令和３年１２月２３日から令和４

年３月３１日までの間、以下のとおり暫定措置を講ずる。 
 (1) 本則第３条第１項の規定にかかわらず、経営安定資金（知事指定等貸付）特定業種関連に係る

利子補給金の交付額は、以下の方法により算出した額とする。 
  ア 後期分については、１月末日と２月末日での貸付残高の合計額を２で除した額に、０．７％

を乗じ、これを４で除した額 
 (2) 本則第４条の規定にかかわらず、申請書の様式は様式第１－３号のとおりとし、申請書に添付

する書類は様式２－３号のとおりとする。 
４ 設備投資促進資金（エネルギー対策特例）の実施に伴い、令和４年７月８日から令和４年９月３

０日までの間、以下のとおり暫定措置を講ずる。 

(1) 本則第３条第１項の規定にかかわらず、設備投資促進資金（エネルギー対策特例）に係る利子

補給金の交付額は、以下の方法により算出した額とする。 

  ア 前期分については、８月末日の貸付残高に７分の１１を乗じた額を２で除した額に、０．７％

を乗じ、これを２で除した額に２４分の１１を乗じた額 

(2) 本則第４条の規定にかかわらず、申請書の様式は様式第１－４号のとおりとし、申請書に添付

する書類は様式２－４号のとおりとする。 

 ５ 要件緩和型経営安定資金（経営改善おうえん特例）の実施に伴い、令和６年７月 1日から令和６   

     年９月３０日までの間、以下のとおり暫定措置を講ずる。 

 (1) 本則第３条第 1項の規定にかかわらず、経営あんしん資金（経営改善おうえん特例）に係る利   

     子補給金の交付額は、以下の方法により算出した額とする。 

   ア 前期分については、７月末日と８月末日での貸付残高の合計額を２で除した額に０．４％を  

    乗じ、これを４で除した額 

(2) 本則第４条の規定にかかわらず、申請書の様式は様式第１－５号のとおりとし、申請書に添付

する書類は様式２－５号のとおりとする。 

 
 （中略） 
 

  附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和元年度に実行した経営安定資金（大臣指定等貸付・災害復旧関連・大臣指定災害）、経営安

定資金（大臣指定等貸付・特定業種関連）又は要件緩和型経営安定資金（経営あんしん資金）のうち、

融資対象者が融資実行時において新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合であって、令和

２年４月１日以降の融資利率をそれぞれ 0.5％以下、0.6％以下、0.8％以下とした場合にあっては、

別表中の利子補給率をそれぞれ 0.7％、0.7％、0.5％と読み替えて適用するものとする 

 

  （中略） 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  

  附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


